
「創立者 加計 勉 奨学生」「一般奨学生」を申請する方へ 

 

申請にあたっては次の書類が必要になりますので、必要なもの全てを揃えて期限内に提出

してください。 

 なお、「創立者 加計勉 奨学生」、「一般奨学生」の両方に申請することはできません。 

 

１．必ず必要な書類（「創立者 加計勉 奨学生」、「一般奨学生」共通 ） 

１）申込願書 

※学費負担者（保護者等）による記入・押印箇所があります。 

２）家庭状況調査書 

※保護者による記入・押印箇所があります。 

３）家計支持者（父母。父母がいない場合は代わって家計を支えている人）の所得証明書 

（平成２７年の収入が分かるもの） 

①父母がいる場合、父母それぞれの証明書類が必要です。 

②給与所得以外の場合、税務署の受付印のある確定申告書（第一表と第二表）（控） 

の写しが必要です。 

   注 1）確定申告書（控）に税務署の受付印がない場合は、確定申告書(控)に市区町

村発行の所得証明書または課税証明書、税務署発行の納税証明書（その 2）

のいずれかを添付し、2 点を提出してください。 

    注 2）確定申告を電子申告により行った場合は、「申告内容確認票」に「受信結果

（受信通知：メール詳細）画面）」または「即時通知」を添付することにより、  

税務署受付印とみなします。 

 

２．「創立者 加計 勉 奨学生」申請者のみ必要な書類 

１）推薦書（チューター、ゼミ担当者に作成してもらうこと） 

２）成績証明書 

 

３．該当する場合のみ必要な書類 

１）申込願書の下段にある、『３．ア～カ』に関する書類 

２）奨学金に関わる家庭状況調査書の下段にある、『療養』『障害』に関する書類 

※ ｢療養」については、療養のために支出した直近１年間の金額を証明するもの。 

    ※「障害」については、身体障害者手帳等のコピー。 

   

 

提出期限：平成 28年 7月 20日（水）17 時迄 

提出場所：各キャンパス事務室 （高梁キャンパスは学生課） 

連 絡 先：高梁キャンパス学生課（ TEL 0866-22-7466 ） 

 


